
意見案第４号 

下水サーベイランス事業の実施を求める意見書 

（原案可決）

新型コロナウイルス感染症の５類移行後、感染者数の把握が定点把握に変更されたこともあ

り、正確な感染状況が見えづらくなっている現在、今後起こりうる感染のピークや傾向を把握

するためにも、また、新たな感染症に対応するためにも、「下水サーベイランス（疫学調査）」

を全国の地方公共団体の下水処理場で実施すべきである。 

感染症対策の基本は、適切な検査を正確に行うことが肝要だが、ＰＣＲ検査などでは感染者

が自主的に検査を受けなければ陽性者を特定できず、各地域の感染の広がりの傾向をつかむこ

とはできない。しかし、「下水サーベイランス」を活用すれば、その地域の「見えない感染を見

える化」でき、感染の初期段階から、医療機関の検査報告よりも早く感染の兆候が分かる可能

性があり、その後の感染の規模や増減の傾向も把握できる。 

内閣官房が、令和４年度に実施した「下水サーベイランスの活用に関する実証事業」でも、

その結果報告において「将来の感染状況の予測によって、市民への注意喚起や地方公共団体の

体制整備に活用できる可能性がある」と明記されたところであるが、国におかれては、早急に

下記の措置を講じられるよう強く要望する。 

記 

１ 令和５年９月１日に発足した「内閣感染症危機管理統括庁」が司令塔となって、厚生労働

省、国土交通省、各地方公共団体が連携して下水サーベイランス事業を全国展開すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和５年１０月１６日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、厚生労働大臣、国土交通大臣、新型

コロナ対策担当大臣 宛各通 



意見案第５号 

ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書 

（原案可決）

本道の森林は全国の森林面積のおよそ４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物

の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるためには、

森林資源の循環利用を進める必要がある。

全国一の森林資源を有する北海道が２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロと

する国の目標の達成に向けて、伐採後の着実な植林による森林の若返りや長期間炭素を固定す

る木材利用の促進、化石燃料の代替となる木質バイオマスの熱利用等の推進など森林吸収源対

策を積極的に推進する責務を担うことが必要である。

 道では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用に向け、森林整備事業や治山事

業など国の事業を活用し、植林・間伐や路網の整備、優良種苗の安定供給、山地災害の防止、

木造公共施設の整備、森林づくりを担う人材の育成など、様々な取組を進めてきたところであ

る。

 本道の森林を将来の世代に引き継ぎ、環境への負荷の少ない循環型社会を形成するため、活

力ある森林づくりや道産木材の利用、防災・減災対策をさらに進め、ゼロカーボン北海道の実

現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を図ることが必要である。

よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１ 二酸化炭素の吸収など森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、適切な間伐と伐採後

の着実な植林の推進に必要な森林整備事業予算や、防災・減災対策の推進に必要な治山事業

予算を十分に確保すること。

２ 森林資源の循環利用を推進するため、成長が早く形質の優れたクリーンラーチなどの優良

種苗の安定供給、ＩＣＴ等の活用によるスマート林業の推進、木材生産・流通体制の強化、

建築物の木造・木質化や、木質バイオマスの熱利用等の推進などによる道産木材の需要拡大、

森林づくりを担う人材の育成・確保などに必要な支援を充実・強化すること。

３ 森林吸収源対策のさらなる推進に向け、森林の多い市町村において必要な森林整備がより

一層進むよう、森林環境譲与税の譲与基準を見直すこと。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  令和５年１０月１６日 

                                北海道恵庭市議会 



衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、

経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣 宛各通



意見案第６号 

国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書

（原案可決） 

北海道は、豊かで美しい自然環境に恵まれ、国土の５分の１以上を占める広大な大地と海

に育まれた豊富で新鮮な食を強みに我が国の食料供給を担うとともに、特有の歴史・文化や

気候風土などを有しており、これらの独自性や優位性を生かしながら、将来にわたって持続

可能な活力ある北海道の実現を目指している。 

 こうした中、地域の産業を支える本道の道路を取り巻く環境は、激甚化・頻発化する自然

災害による交通障害の発生や、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震等のリスクが増大するな

ど、防災・減災、国土強靱化の取組が喫緊課題になるとともに、道路施設の老朽化や通学路

等の安全対策の推進が大変重要となっている。 

今後は、北海道の強みである「食」や「観光」に関連する地域が持つ潜在力が最大限発揮さ

れるよう、平常時・災害時を問わない北海道を支える基盤の確立に向け、安定的な物流や広

域周遊観光を支える道路の整備が必要不可欠である。加えて、積雪寒冷地の本道においては、

安定的な除排雪体制の確保など、冬期間の住民の安全・安心を図ることが必要である。 

 そのため、地方財政は依然として厳しく、また資材価格の高騰や賃金水準が上昇する中、

道路整備、管理に必要な予算を安定的に確保することが重要である。 

よって、国においては、国土の骨格を形成する高規格道路から国民の日常生活に最も身近な

市町村道に至る道路網の整備や老朽化対策などを着実に推進し、「防災・減災、国土強靱化

のための５か年加速化対策」をより一層推進するため、次の事項について特段の措置を講ず

るよう強く要望する。 

記 

１ 道路の整備・管理が長期安定的に進められるよう、新たな財源の創設及び必要な予 

算を確保すること。 

２ 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を計画的に進めるために必要な

予算・財源を例年以上の規模で確保するとともに、５か年加速化対策期間完了後も、昨今

の地震・豪雨・豪雪などの災害の状況を踏まえ、国土強靱化に必要な予算・財源を通常予

算とは別枠で確保し、継続的に取り組むこと。 

３ 高規格道路におけるミッシングリンクの解消及び暫定２車線区間の４車線化や、直轄国

道の連携によるダブルネットワークの構築など、国土強靱化に資する災害に強い道路ネッ

トワークの整備を推進すること。 



４ 橋梁、トンネル等の老朽化対策を推進し、予防保全による道路メンテナンスへ早期に移

行するため、維持管理・更新事業に必要な技術的支援の拡充や予算を長期安定的に確保す

るほか、舗装修繕等の維持管理に係る制度創設や財政支援の充実・強化を図ること。 

５ 地域の安全な暮らしや経済活動を支える基盤づくりのため、子どもたちの安全・安心を

守る通学路等の交通安全対策を強化・推進するとともに、冬期における安全な道路交通を

確保するための道路整備や除排雪を含む安定した維持管理の充実に必要な予算を確保する

こと。 

６ 災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員体制の

充実・強化を図ること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

令和５年１０月１６日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、国土強靱化

担当大臣 宛各通 


